
日
本
古
代
に
お
け
る
王
権
の
特
質
を
考
え
る
視
角
と
し
て
、
王
権
の
構
造
、

大
王
位
・
天
皇
位
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
そ
し
て
キ
サ
キ
や
皇
太
子
な
ど
の
分
析

が
有
益
で
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
近
年
の
女
帝
研
究
の
深
化
と
共
に
、

女
帝
の
特
質
や
女
帝
の
登
場
す
る
状
況
に
つ
い
て
有
益
な
見
解
が
出
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
一
方
で
、
奈
良
未
か
ら
平
安
初
期
と
い
う
王
権
の
変
質
・
成

熟
期
に
お
い
て
、
な
ぜ
女
帝
が
終
焉
す
る
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
比

し
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

古
代
に
お
い
て
女
帝
の
条
件
と
し
て
、

①
王
族
（
大
王
や
天
皇
の
娘
）
の
出
身
で
あ
る
こ
と
、

②
大
王
や
天
皇
の
キ
サ
キ
と
し
て
共
同
統
治
の
経
験
者
で
あ
る
こ
と
、

③
未
婚
で
は
あ
る
が
、
統
治
者
と
し
て
の
教
育
を
積
ん
で
い
る
こ
と
、

は
じ
め
に
ｌ
問
題
の
所
在
と
研
究
の
視
角
Ｉ

平
安
初
期
に
お
け
る
后
位
の
変
質
過
程
を
め
ぐ
っ
て

ｌ
王
権
内
の
序
列
化
と
そ
の
可
視
化
Ｉ

を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
の
条
件
は
必
須
で
あ
る
が
、
七
世
紀
型
の
女

帝
は
大
王
の
娘
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
大
王
の
大
后
と
し
て
共
同
統
治
の
経

験
者
で
あ
る
（
②
）
と
い
う
共
通
点
を
も
ち
、
王
族
の
最
年
長
者
と
し
て
政

治
に
登
壇
す
る
。
こ
れ
は
、
推
古
の
場
合
も
、
皇
極
・
斉
明
の
場
合
も
、
持

続
や
元
明
の
場
合
も
あ
て
は
ま
る
。
い
わ
ば
、
「
皇
太
后
型
の
天
皇
」
と
い

う
特
質
を
も
っ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
八
世
紀
型
の
女
帝
は
、
孝
謙
・
称
徳
女
帝
の
場
合
、
男

帝
同
様
に
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
後
に
即
位
す
る
（
③
）
。
「
皇
太
子
型
の
天

（
１
）

皇
」
と
い
え
る
特
質
を
有
し
た
。
そ
の
た
め
に
耐
結
果
と
し
て
未
婚
で
も
あ
っ

た
。
実
子
が
存
在
し
な
い
た
め
に
、
次
世
代
へ
の
皇
位
継
承
は
血
筋
に
と
ら

わ
れ
な
い
、
き
わ
め
て
暖
昧
な
「
擬
制
的
親
子
関
係
」
を
媒
介
に
し
た
も
の

（
２
）

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
称
徳
と
し
て
重
称
し
た
後
は
、
天
神
地
祇
と
仏
法

と
祖
先
霊
の
承
認
が
得
れ
ば
、
皇
嗣
は
王
族
外
で
も
構
わ
な
い
と
い
う
、
拡

仁
藤
智
子
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大
解
釈
さ
え
成
り
立
ち
う
る
状
況
を
呈
し
た
。
こ
れ
に
危
機
感
を
募
ら
せ
た

貴
族
層
に
よ
っ
て
、
道
鏡
へ
の
譲
位
は
阻
止
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
教
訓
か
ら
、
「
よ
り
血
統
を
重
視
す
る
皇
位
継
承
」
が
王
権

に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
奈
良
末
期
か
ら
平
安
初
期
で
あ
る
。

即
位
儀
が
成
立
し
、
皇
太
子
制
が
厳
密
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

安
定
的
な
皇
位
継
承
を
求
め
る
時
代
の
要
請
に
王
権
が
応
じ
た
結
果
と
も
い

え
よ
う
。

称
徳
の
異
母
姉
で
あ
る
井
上
内
親
王
は
、
聖
武
皇
女
で
あ
り
、
光
仁
皇
后

と
な
っ
た
女
性
で
あ
る
。
上
述
の
（
①
と
②
）
条
件
を
満
た
す
井
上
内
親
王

は
、
女
帝
と
な
り
う
る
条
件
を
満
た
し
た
存
在
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

彼
女
は
廃
后
事
件
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
の
娘
で
あ
る
酒
人
内
親
王
、
さ
ら
に

そ
の
娘
で
あ
る
朝
原
内
親
王
の
母
娘
も
同
様
の
存
在
で
あ
り
、
井
上
ｌ
酒
人

ｌ
朝
原
の
母
娘
三
代
が
、
女
帝
の
終
焉
そ
の
も
の
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で

（
３
）

は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
得
た
。
詳
細
は
別
の
機
へ
蚕
に
譲
り
た
い
が
、
そ

う
な
る
と
、
次
の
課
題
と
し
て
、
女
帝
の
終
焉
が
、
王
権
の
中
の
女
性
ｌ
特

に
キ
サ
キ
ー
の
存
在
形
態
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
せ
て
く
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
浮
上
し
て
く
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
正
子
内
親
王
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
正

子
内
親
王
は
、
嵯
峨
天
皇
の
皇
女
で
あ
り
、
仁
明
天
皇
の
同
母
姉
妹
で
あ
り
、

淳
和
天
皇
の
皇
后
に
な
っ
た
女
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
正
子
内
親
王
は
皇
太

子
で
あ
っ
た
恒
貞
親
王
の
母
で
も
あ
っ
た
。
七
’
八
世
紀
で
あ
れ
ば
、
女
帝

と
し
て
擁
立
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
の
死
後
、
「
既
に

（
４
）

国
母
と
曰
く
、
至
尊
と
謂
う
ぺ
し
」
と
称
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
存
在
で
あ
っ

た
。
正
子
は
、
平
安
初
期
と
い
う
時
期
的
に
も
、
さ
ら
に
後
宮
が
整
備
さ
れ

る
中
で
后
位
が
序
列
化
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
も
、
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ

ン
ト
に
立
つ
女
性
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
立
ち
な
が
ら
、
嵯
峨
天
皇
の
皇
女
で

あ
り
、
淳
和
天
皇
の
皇
后
で
あ
り
、
皇
太
子
で
あ
っ
た
恒
貞
親
王
の
母
で
も

あ
っ
た
正
子
内
親
王
の
生
涯
を
た
ど
り
、
変
質
・
成
熟
期
の
王
権
に
お
け
る

女
性
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
そ
の

た
め
に
、
「
日
本
三
代
実
録
』
に
記
載
さ
れ
た
正
子
内
親
王
の
莞
伝
と
作
者

（
５
）

未
詳
の
「
恒
貞
親
王
伝
』
を
手
が
か
り
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

正
子
内
親
王
は
、
元
慶
一
一
一
（
八
七
九
）
年
三
月
に
七
○
歳
の
人
生
を
閉
じ

た
。
「
日
本
三
代
実
録
』
巻
第
川
五
に
は
そ
の
莞
伝
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
莞
伝
に
導
か
れ
な
が
ら
、
彼
女
の
生
涯
を
追
っ
て
い
き
た
い
。

与
二
仁
明
天
皇
一
同
産
也
。
母
太
皇
太
后
橘
氏
。
后
美
二
姿
顔
一
、
貞
碗

廿
三
日
癸
丑
。
淳
和
太
皇
太
后
崩
。

諸
司
一
。
天
皇
綴
朝
五
日
。

正
子
の
立
后

②

ｎ
鐸
肛
子
岐
峨
太
化
天
皇
と
長
女

Ｉ ①
有
二
遣
令
一
、
不
し
任
二
縁
御
葬
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以
上
に
よ
れ
ば
、
正
子
莞
去
の
の
ち
は
、
遣
令
に
よ
っ
て
、
御
葬
司
が
設

け
ら
れ
ず
、
薄
葬
が
行
わ
れ
た
（
傍
線
部
①
）
。
と
い
う
も
の
の
、
清
和
大

上
天
皇
は
清
和
院
に
お
い
て
大
斎
会
を
設
け
、
五
日
間
法
華
経
の
講
読
を
さ

せ
た
。

正
子
は
、
嵯
峨
天
皇
を
父
に
、
嵯
峨
皇
后
で
あ
っ
た
橘
嘉
智
子
を
母
に
生

ま
れ
た
。
同
母
兄
弟
姉
妹
は
、
正
良
Ｔ
仁
明
Ｙ
秀
良
・
秀
子
・
俊
子
・
繁
子
・

（一‐ｌ）

芳
子
の
一
一
男
五
女
の
長
女
で
、
正
良
親
王
と
双
子
か
と
さ
れ
て
い
る
。
容
姿

が
麗
し
く
、
貞
淑
で
、
母
親
の
お
手
本
と
な
る
徳
を
そ
な
え
、
人
々
も
彼
女

に
倣
お
う
と
し
た
と
い
う
。
父
で
あ
る
嵯
峨
天
皇
と
母
橘
嘉
智
子
に
大
変
愛

さ
れ
て
成
人
し
た
。
淳
和
天
皇
も
礼
を
尽
く
し
て
後
宮
に
迎
え
入
れ
、
寵
愛

は
深
か
っ
た
（
傍
線
部
②
）
。
こ
の
よ
う
な
家
庭
環
境
を
持
つ
正
子
は
、
嵯

峨
天
皇
と
橘
嘉
靜
子
の
娘
（
内
親
王
）
で
あ
り
、
淳
和
天
皇
の
妻
（
皇
后
）

に
な
り
、
皇
太
子
恒
貞
親
王
の
母
と
い
う
当
該
期
の
王
権
の
中
で
最
も
複
層

的
な
関
係
や
地
位
を
持
つ
女
性
の
一
人
で
あ
っ
た
。

彼
女
に
と
っ
て
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
天
長
四
（
八
二
七
）
年
二
月
に
、

立
后
さ
れ
た
こ
と
（
傍
線
部
④
）
で
あ
る
。
立
后
さ
れ
た
理
、
と
し
て
、
三

③
天
】
長
四
年
二
月
立
為
二
皇
后
一
。

（
６
）

（
以
下
略
）

甚
鍾
。
愛
之
一
。
淳
和
天
皇
備
レ
礼
娚
し
之
、
納
二
於
披
庭
一
、
寵
敬
兼
し
人
。

１
口
Ｉ

；
点
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
当
時
の
淳
和
天
皇
の
後
宮
を
見
て
み
れ
ば
畠
表
１
］

の
よ
う
に
な
る
。

［
表
１
］
一
岸
和
天
皇
の
後
宮

某■
―
藤
原
潔
子

■｜清原春子

１
１
‐
‐
－
１

－
橘
船
子

■大
野
鷹
子

Ｉ
１
１

橘
氏
ｆ
父
橘
水
狢

緒
継
吹
圧
ト
ー
１
１
１

父
皿
大
中
臣
淵
値

（

霞蕊

父
汕
丹
比
門
成

（

父
卵
橘
浄
野

（
従
四
位
上
）

■父
露
一
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某

藤
原
潔
子

清
原
春
子

丹
治
池
子

橘
船
子

大
野
鷹
子

大
中
臣
安
子

橘
氏
子

永
原
原
姫

緒
継
女
王

正
子
内
親
王

高
志
内
親
王

父
》
藤
原
長
岡

（
大
和
守
）

父
率
清
原
夏
野

（
右
大
臣
）

父
函
丹
比
門
成

（
大
和
守
）

父
卵
橘
浄
野

（
従
四
位
上
）

父
牢
大
野
真
雄

（
近
衛
中
将
）

父
》
大
中
臣
淵
魚

（
神
祇
伯
）

父
亜
橘
永
名

父
牢
嵯
峨
天
皇

母
卵
皇
后
橘
嘉
智

子

父
”
桓
武
天
皇

母
卵
皇
后
藤
原
乙

牟
漏

１

女
（
統
朝
臣
忠
子
）

ｌ
女
（
明
子
）

ｌ
女
（
何
子
）

ｌ
女
（
崇
子
）

ｌ
女
（
寛
子
）

ｌ
男
（
良
貞
）

５
男
（
恒
貞
・
恒
統
。

基
貞
。
？
．
？
）

１

男
（
恒
世
）

３
女
（
氏
子
有
子
貞
子
）

更
衣

女
御

女
御

緒
継
女
王
に
仕
え
寵
を

得
る

嵯
峨
皇
子
源
定
（
川
‐

柵
）
が
猶
子
と
な
る
と

養
母
と
な
る

尚
蔵

皇
后

仁
明
と
同
母

嵯
峨
鐘
愛
の
娘

贈
皇
后

平
城
・
嵯
峨
と
同
母

桓
武
鐘
愛
の
娘



第
一
に
、
桓
武
皇
女
で
あ
っ
た
高
志
内
親
王
と
そ
の
男
子
で
あ
る
恒
世
親

王
の
死
去
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
延
暦
八
（
七
八
九
）
年
に
生
を
受
け
た
と
思

わ
れ
る
高
志
内
親
王
は
、
延
暦
二
十
（
八
○
ご
年
に
高
津
・
大
宅
内
親
王

（
８
）

と
赴
く
に
加
笄
さ
れ
て
お
り
、
所
生
で
あ
る
恒
世
の
生
年
が
延
暦
一
一
四
年
と
考

（
９
）

え
ら
れ
る
か
ら
、
延
暦
二
十
年
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
日
に
大
伴
親
王
に
嫁
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
高
志
内
親
王
は
皇
后
藤
原
乙
牟
漏
を
母
と
し
て
お
り
、

安
殿
・
神
野
両
親
王
と
同
腹
で
あ
る
か
ら
、
桓
武
皇
女
の
序
列
で
は
朝
原
内

（
、
）

親
王
と
並
ぶ
高
位
に
位
置
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
高
志
内
親
王
は
一
二
歳
違
い

の
大
伴
親
王
と
の
間
に
上
述
の
恒
世
親
王
の
ほ
か
に
、
氏
子
・
有
子
・
貞
子

の
三
内
親
王
を
儲
け
た
が
、
大
同
四
（
八
○
九
）
年
に
一
一
十
一
歳
の
若
さ
で

（
Ⅱ
）

莞
じ
、
そ
の
後
弘
仁
十
四
（
八
一
一
一
一
一
）
年
六
月
に
皇
后
を
追
贈
さ
れ
た
。
こ

れ
は
大
伴
親
王
が
淳
和
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
こ
と
に
伴
う
措
置
で
、
実
際

に
は
皇
后
は
空
位
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
正
子
が
入
内
し
た
時
に
は
、
高
志
内
親
王
は
す
で
に
亡
く

な
っ
て
お
り
、
緒
継
女
王
が
尚
蔵
と
し
て
淳
和
の
後
宮
を
掌
握
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
彼
女
に
仕
え
て
い
た
永
原
原
姫
は
、
弘
仁
六

（
八
一
五
）
年
に
生
ま
れ
た
嵯
峨
皇
子
源
定
が
淳
和
の
猶
子
に
な
る
と
、
そ

（
、
）

の
養
母
を
つ
と
め
て
い
た
。
桓
武
皇
女
で
嵯
峨
天
白
三
ら
と
同
母
で
あ
っ
た
高

志
内
親
王
の
所
生
の
恒
世
親
王
が
、
淳
和
に
と
っ
て
唯
一
の
皇
子
で
あ
っ
た
。

そ
の
な
か
に
、
一
○
代
の
少
女
が
入
内
し
た
わ
け
で
、
彼
女
が
間
も
な
く
立

后
し
た
背
景
の
第
二
点
と
し
て
、
恒
貞
親
王
の
誕
生
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

（
旧
）

る
。
律
令
制
下
に
お
け
る
立
后
は
、
光
明
子
を
噴
矢
と
す
う
Ｏ
が
、
そ
の
後
の

井
上
内
親
王
も
、
藤
原
乙
牟
漏
、
橘
嘉
智
子
に
到
る
ま
で
、
み
な
男
子
を
出

（
川
）

産
－
」
て
か
ら
の
立
后
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
先
例
を
勘
案
す
れ
ば
、

正
子
内
親
王
の
立
后
の
条
件
と
し
て
男
子
の
誕
生
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
条
件

を
満
た
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
子
が
一
○
代
で
あ
り
な
が
ら
も
立
后
さ
れ

た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

唯
一
の
所
生
男
子
で
あ
っ
た
恒
世
親
王
が
、
天
長
三
（
八
二
六
）
年
五
月

（
脂
）

に
僅
か
一
一
十
一
一
歳
で
亡
く
な
る
と
、
淳
和
天
皇
は
悲
し
み
に
く
れ
た
。
生
前
、

淳
和
天
皇
の
受
禅
に
と
も
な
い
、
恒
世
を
皇
太
子
に
立
て
よ
う
と
い
う
動
き

が
あ
っ
た
も
の
の
固
辞
し
た
た
め
、
嵯
峨
皇
子
の
正
良
親
王
が
立
太
子
き
れ

（
脇
）

て
い
た
。
淳
和
天
皇
か
ら
譲
位
ぺ
こ
れ
た
正
良
が
即
位
し
て
仁
明
天
皇
に
な
る

と
、
淳
和
皇
子
恒
貞
が
立
太
子
す
る
。
平
城
系
王
統
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
平
城
上
皇
の
変
以
降
、
嵯
峨
・
淳
和
両
統
に
よ
る
両
統
迭
立
が
整
っ

た
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
だ
が
、
こ
の
関
係
も
後
述
す
る
承
和
の
変
に
よ
っ

て
破
綻
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
高
志
内
親
王
と
恒
世
親
王
の
早
死
と
恒
貞
の
誕
生
に
よ
っ

て
、
嵯
峨
皇
女
正
子
の
立
后
の
基
盤
は
形
成
さ
れ
た
。

第
三
に
、
正
子
内
親
王
の
立
后
に
は
、
嵯
峨
太
上
天
皇
の
強
力
な
意
向
が

働
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
早
く
か
ら
男
子
が
恒
世
し
か
い
な
か
っ
た

淳
和
の
も
と
に
、
嵯
峨
は
自
分
の
皇
子
で
あ
る
源
定
を
猶
子
と
し
て
入
れ
て

い
た
。
淳
和
の
後
継
に
な
み
な
み
な
ら
ぬ
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
正
子
入
内
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そ
の
も
の
が
嵯
峨
の
意
志
で
あ
り
、
正
子
の
所
生
子
の
産
養
い
な
ど
も
嵯
峨

（
Ｆ
）

が
行
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
正
子
は
度
々
嵯
峨
の
居
所
で
あ
る
冷
然

院
に
下
が
っ
て
お
り
、
何
人
も
の
親
王
の
出
産
が
そ
こ
で
行
わ
れ
た
。
「
恒

貞
親
王
伝
』
に
は
、
嵯
峨
太
上
天
皇
が
淳
和
と
共
に
後
見
に
当
た
っ
て
い
た

様
子
や
、
書
芸
や
鼓
琴
を
よ
く
し
た
恒
貞
が
、
特
に
嵯
峨
に
寵
愛
さ
れ
て
い

た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
恒
貞
親
王
ら
正
子
所
生
子
は
、
嵯
峨
太
上
天
皇

に
と
っ
て
孫
に
当
た
り
、
仁
明
天
皇
に
と
っ
て
は
従
兄
弟
で
あ
り
、
甥
で
あ

（
旧
）

ろ
と
い
う
血
縁
的
に
近
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
正
子
の

立
后
の
背
景
に
は
、
自
分
の
血
統
で
皇
位
を
独
占
的
に
継
承
さ
せ
た
い
と
い

う
嵯
峨
太
上
天
皇
の
意
志
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
立
后
時
の
皇
后
官
職
は
、
大

（
旧
）

夫
に
淳
和
の
中
心
臣
藤
原
吉
野
、
亮
に
大
枝
総
成
が
配
さ
れ
、
嵯
峨
と
淳
和
の

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
人
員
配
置
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
十
代
で
立
后
さ
れ
た
正
子
の
背
景
と
し
て
、

①
正
子
が
淳
和
皇
子
で
あ
る
恒
貞
親
王
を
出
産
し
て
い
た
こ
と
、

③
嵯
峨
太
上
天
皇
の
意
向
が
働
い
た
こ
と
、

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
①
の
恒
貞
の
出
産
は
立
后
の
最
低
条
件
と
考

え
ら
れ
る
し
、
②
の
血
統
的
に
優
位
な
ラ
イ
バ
ル
の
不
在
は
状
況
証
拠
に
過

ぎ
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
③
で
あ
る
。
嵯
峨
太
上
天
皇
は
、

当
該
期
に
お
い
て
王
権
内
の
最
年
長
者
で
あ
り
、
王
権
内
の
序
列
の
頂
点
に

立
っ
て
い
た
。
従
来
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
「
家
父
長
制
」
と
い
う
言
葉
で

②
高
志
内
親
王
と
そ
の
子
恒
世
親
王
が
早
死
し
て
い
た
こ
と
、

表
し
て
き
た
が
、
男
性
だ
け
で
な
く
女
性
も
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
の

ち
に
年
長
者
で
王
権
内
の
序
列
の
頂
点
に
立
っ
た
正
子
も
、
天
皇
の
進
退
間

（
卯
）

題
や
王
権
内
の
女
性
の
序
列
に
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
性
別
を
意
識

さ
せ
る
「
家
父
長
制
」
と
い
う
言
葉
が
そ
ぐ
わ
な
い
場
合
も
あ
り
、
ま
た
、
「
家

父
長
制
」
と
い
う
概
念
自
体
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
使

わ
ず
に
行
論
し
た
い
。
王
権
内
の
序
列
の
頂
点
に
立
つ
嵯
峨
の
意
向
が
、
立

后
に
大
き
く
関
与
し
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。

こ
う
し
て
淳
和
皇
后
と
な
っ
た
正
子
内
親
王
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
記
事

が
あ
る
。

旱
魅
に
悩
み
憂
え
た
淳
和
天
皇
は
、
全
国
の
諸
社
に
奉
幣
し
て
祈
雨
し
た

も
の
の
、
こ
れ
と
い
っ
た
成
果
を
得
ら
れ
ず
に
い
た
。
そ
れ
を
見
か
ね
た
皇

后
正
子
が
、
天
皇
に
勧
め
て
獄
舎
に
繋
が
れ
て
い
た
囚
徒
の
名
前
を
記
録
さ

せ
た
の
ち
、
放
免
さ
せ
た
。
す
る
と
天
が
応
じ
て
す
ぐ
に
雨
の
恵
み
に
あ
っ

た
。
こ
れ
以
降
、
淳
和
天
皇
の
正
子
に
対
す
る
信
頼
や
愛
情
は
ま
す
ま
す
深

く
な
っ
た
と
い
う
。
の
ち
に
慈
善
事
業
を
行
っ
た
「
慈
母
」
と
し
て
、
さ
ら

八
年
冗
旱
為
し
災
、
帝
深
蔓
し
之
、
走
。
幣
群
神
一
、
起
。
請
百
端
一
・
后

勧
レ
帝
、
録
二
囚
徒
一
廃
二
作
役
一
。
未
し
及
レ
終
し
朝
、
樹
雨
晦
合
。
帝
邇

加
し
愛
焉
。
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天
長
一
○
（
八
一
一
一
一
一
一
）
年
一
一
月
に
、
淳
和
は
皇
太
子
で
あ
っ
た
嵯
峨
皇
子

正
良
親
王
に
位
を
譲
り
、
淳
和
院
へ
退
去
し
た
。
仁
明
天
皇
は
即
位
と
同
時

に
、
淳
和
皇
子
恒
貞
親
王
を
立
太
子
き
せ
、
淳
和
と
正
子
に
太
上
天
皇
と
皇

太
后
を
奉
上
し
よ
う
と
し
た
が
、
受
け
な
か
っ
た
と
あ
る
。
恒
貞
の
立
太
子

も
淳
和
が
再
三
辞
退
し
た
。
『
続
日
本
後
紀
』
に
は
そ
の
間
の
事
情
が
詳
細

（
皿
）

に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
間
も
な
く
一
一
人
は
太
上
天
皇
と
太
皇
太
后
を

受
け
、
淳
和
太
上
天
皇
に
は
二
千
戸
、
皇
太
后
正
子
に
は
千
戸
が
与
え
ら

（わ｝）
（
羽
）

れ
、
後
院
に
あ
て
る
ぺ
き
田
地
が
賜
与
弐
こ
れ
て
い
る
。

に
は
七
世
紀
的
な
、
「
天
皇
と
の
共
同
統
治
者
と
し
て
の
皇
后
像
」
を
髻
議

と
さ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

一
一
淳
和
の
譲
位
と
王
権
内
の
序
列
化
と
可
視
化

続
け
て
莞
伝
に
従
っ
て
正
子
の
人
生
を
辿
っ
て
い
き
た
い
。

十
年
一
一
月
廿
八
日
乙
酉
、
天
皇
遷
斗
御
淳
和
院
一
、
譲
乙
位
於
皇
太
子
一
。

天
皇
勅
停
二
大
上
天
呈
及
皇
后
之
号
一
、
即
使
レ
停
刈
廃
后
宮
官
属
一
。
仁

明
天
皇
受
譲
之
後
、
一
一
一
月
一
一
日
己
丑
、
尊
二
淳
和
天
皇
一
為
二
太
上
天

皇
薑
、
々
后
為
一
一
皇
太
后
一
、
後
立
一
一
后
所
し
生
恒
貞
親
王
一
為
皇
皇
太
子
．
。

天
皇
確
守
薑
前
勅
一
、
固
辞
不
し
受
一
一
太
上
天
皇
皇
太
后
之
号
一
。

こ
の
時
期
、
史
上
初
め
て
複
数
の
太
上
天
皇
と
後
院
が
併
存
す
る
状
態
が

生
じ
、
そ
の
た
め
急
速
に
「
王
権
内
の
序
列
化
」
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。
こ

れ
は
、
嵯
峨
天
皇
以
降
、
皇
位
を
安
定
的
か
つ
平
和
的
に
継
承
す
る
た
め
に
、

早
め
に
譲
位
し
て
内
裏
を
退
去
し
後
院
を
設
け
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
そ
の

中
で
、
以
前
か
ら
譲
位
の
際
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
尊
号
奏
上
が
必
須
と

（
型
）

な
っ
て
く
る
。

こ
の
十
年
ほ
ど
前
の
、
弘
仁
十
四
年
の
淳
和
即
位
時
に
も
同
様
の
悶
着
が

あ
っ
た
。
淳
和
皇
子
恒
世
と
嵯
峨
皇
子
正
良
の
立
太
子
を
め
ぐ
る
嵯
峨
と
淳

和
の
応
酬
の
な
か
で
、
天
皇
（
淳
和
）
が
太
上
天
皇
（
嵯
峨
）
に
上
表
し
て
、

口
ら
を
「
臣
諒
」
と
称
し
た
。
こ
の
こ
と
で
、
天
皇
よ
り
太
上
天
皇
が
上
位

に
あ
る
関
係
を
周
知
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
立
太
子
さ
れ
た
皇
太
子
が

（
銅
）

内
裏
に
参
入
し
て
天
皇
の
前
で
再
拝
舞
踏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
と
皇

太
子
の
関
係
も
可
視
化
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
太
上
天
皇
と
皇
太
后
の
尊
号

奉
上
め
ぐ
っ
て
、
再
度
天
皇
と
太
上
天
皇
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ

で
は
太
上
天
皇
（
嵯
峨
）
が
、
漸
く
形
式
的
に
「
臣
諌
」
と
称
し
た
も
の
の
、

一
連
の
騒
動
で
王
権
内
の
序
列
が
明
確
に
な
っ
た
。
国
士
の
統
治
者
と
し
て

頂
点
に
立
つ
の
は
天
皇
で
は
あ
る
が
、
多
層
的
な
王
権
構
造
に
お
い
て
は
、

以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
、

太
上
天
皇
（
嵯
峨
）
↓
天
皇
（
淳
和
）
↓
皇
太
子
（
正
良
）
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と
い
う
序
列
が
で
き
、
内
外
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
配
偶

者
で
あ
る
キ
サ
キ
に
も
及
び
、

（
妬
）

し
」
い
う
后
位
の
序
列
化
が
行
わ
れ
た
。

さ
ら
に
、
天
長
十
年
に
淳
和
が
仁
明
に
譲
位
す
る
と
、

と
い
う
序
列
が
出
来
上
が
り
、
そ
れ
を
可
視
化
す
る
た
め
の
朝
親
行
幸
が
行

（
”
）

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
天
皇
だ
け
で
は
な
く
皇
太
子
恒
貞
も
仁
明
天
白
王
、

次
い
で
両
太
上
天
皇
に
朝
親
し
た
。

『
日
本
紀
略
」
に
は
そ
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

開
閉
旧
聞
日
門
個
悶
幽
↓
後
太
上
天
皇
（
淳
和
）
↓
天
皇
（
仁
明
）
↓
皇
太
子

（
恒
貞
）

大
皇
太
后
（
橘
嘉
智
子
）
↓
皇
太
后
（
正
子
）
↓
（
皇
后
不
在
）
↓
（
皇
太
子

妃
不
在
）

三
月
乙
已
、
天
皇
御
二
紫
辰
殿
一
・
皇
太
子
始
朝
顔
、
拝
舞
、
昇
殿
。
（
中

略
）
以
二
当
日
一
拝
。
謁
両
太
上
皇
一
也
。
干
し
時
皇
太
子
春
秋
九
齢
。
而

其
容
儀
礼
数
如
二
老
成
人
一
。
（
後
略
）

皇
太
后
（
橘
嘉
智
子
）
↓
皇
后
（
正
子
）

紫
辰
殿
に
て
天
皇
に
朝
観
し
、
拝
舞
し
た
の
ち
昇
殿
を
赦
さ
れ
た
皇
太
子

は
、
そ
の
後
、
二
人
の
太
上
天
皇
の
も
と
に
朝
親
し
た
が
、
わ
ず
か
九
歳
で

あ
る
の
に
、
ま
る
で
老
成
し
た
人
物
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
仁
明
天

皇
の
大
嘗
祭
に
先
立
つ
御
涙
行
幸
の
際
に
は
、
皇
太
子
恒
貞
が
歯
簿
よ
り
先

（
鯛
）

に
御
膜
場
に
あ
っ
て
、
天
皇
の
御
膜
に
従
事
し
て
い
た
姿
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
期
に
お
い
て
王
権
内
に
お
け
る
序
列
が
明
確
に
さ
れ

る
と
と
も
に
、
朝
親
行
幸
だ
け
で
な
く
様
々
な
儀
礼
を
通
じ
て
、
そ
の
序
列

そ
の
も
の
が
天
下
に
可
視
的
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

序
列
化
と
そ
の
可
視
化
を
と
お
し
て
、
王
権
は
天
皇
を
中
心
に
、
複
数
い
る

太
上
天
皇
、
皇
太
子
、
大
皇
太
后
・
皇
太
后
や
皇
后
に
よ
っ
て
、
多
層
的
に

強
固
に
補
完
・
補
弼
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
承
和
七
年
五
月
に
淳
和
太
上
天
皇
が
没
す
る
と
、
王
権
構
造
に

も
変
化
が
起
き
て
く
る
。

正
子
皇
太
后
は
、
落
髪
し
て
尼
に
な
っ
た
。
延
暦
寺
座
主
円
仁
か
ら
菩
薩
戒

座
主
円
仁
大
阿
闇
梨
一
、
受
二
菩
薩
戒
一
。
奉
二
太
后
法
名
一
称
二
良
酢
一
。

（
中
略
）
貞
観
二
年
五
月
、
於
二
淳
和
院
一
、
設
二
大
斎
会
一
、
延
二
諸
寺
ｌ

名
僧
一
、
識
一
一
法
華
経
一
。
装
具
噸
施
、
傾
ゴ
尽
財
宝
一
。
便
留
二
延
暦
寺

承
和
七
年
五
月
淳
和
太
上
天
皇
崩
。
皇
太
后
落
髪
為
し
尼
、
段
容
骨
立
。
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正
子
に
と
っ
て
、
次
の
転
機
は
承
和
の
変
で
あ
っ
た
。
承
和
九
年
七
月
に
、

先
の
淳
和
太
上
天
皇
に
続
く
よ
う
に
嵯
峨
太
ｆ
天
皇
が
亡
く
な
る
と
、
世
情

は
不
穏
さ
を
漂
わ
せ
る
。

「
恒
貞
親
王
伝
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

を
授
け
ら
れ
、
良
称
と
名
乗
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
貞
観
二
年
五
月
に
淳
和

院
で
大
斎
会
を
設
け
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
が
、
後
太
上
天
皇
の
死
去
に
よ

る
欠
如
と
皇
太
后
の
出
家
に
よ
っ
て
、
王
権
構
造
の
一
時
的
な
弱
体
化
を
避

け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

三
承
和
の
変
と
恒
貞
廃
太
子

春
澄
善
縄
は
当
時
文
人
と
し
て
聞
こ
え
て
い
た
。
恒
貞
親
王
は
聡
明
で
あ

居
二
儲
宮
一
。
若
嵯
峨
淳
和
天
皇
晏
駕
之
後
。
禍
機
難
し
側
。
即
令
二
学

士
春
澄
善
縄
一
作
二
辞
譲
之
表
一
。
翼
比
二
泰
伯
劉
彊
一
以
避
一
一
賢
路
一
・
辞

意
懇
切
。
至
二
千
一
一
一
至
冨
千
三
一
、
天
子
不
し
許
。
嵯
峨
太
上
天
皇
深
以

慰
職
、
兼
加
一
一
教
督
一
・
於
レ
是
対
一
一
春
宮
大
夫
文
室
秋
津
一
、
亮
藤
原
貞

守
等
歎
云
。
「
孤
屡
輸
圭
月
蒲
之
款
一
。
未
し
降
二
蒼
昊
之
恩
一
。
諸
君
奈
二

孤
身
―
何
。
」
語
寛
涕
泣
。

後
皇
太
子
才
慧
Ｈ
新
、
深
訓
達
世
事
一
。
白
以
為
、
身
非
二
家
嫡
一
得
し

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
恒
貞
と
藤
原
愛
発
の
娘
の
問
に
は
子
は
な
く
、
藤
原
是

雄
の
娘
と
の
間
に
は
二
人
の
男
子
が
い
た
が
、
承
和
の
変
後
出
家
し
、
血
筋

は
絶
え
た
と
い
う
。
藤
原
愛
発
が
承
和
の
変
で
捉
え
ら
れ
た
の
は
、
淳
和
の

重
臣
で
あ
り
、
急
速
に
力
を
つ
け
て
き
た
良
房
と
対
立
し
て
い
た
た
め
だ
け

で
な
く
、
恒
貞
と
の
女
婿
ｒ
ｌ
舅
と
い
う
立
場
も
関
係
し
て
い
た
。
ま
た
、
恒

貞
が
嵯
峨
皇
女
正
子
と
淳
和
の
最
愛
の
皇
子
で
あ
り
、
皇
太
子
で
も
あ
っ
た

の
に
も
関
わ
ら
ず
、
王
族
の
女
性
と
婚
姻
を
結
ん
だ
形
跡
が
見
当
た
ら
な
い

の
は
、
承
和
九
年
段
階
で
一
六
歳
で
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
か
。
こ
の
一
連
の

記
述
か
ら
も
、
恒
貞
皇
太
子
の
背
後
に
は
二
人
の
太
上
天
皇
と
い
う
強
力
な

後
見
が
い
た
も
の
の
、
そ
れ
が
失
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
以
外
に
こ
れ
と
い
っ
た

り
、
自
分
の
立
場
の
危
う
さ
を
感
じ
取
り
、
春
澄
に
何
度
も
辞
譲
の
表
を
書

か
せ
た
が
、
仁
明
天
皇
は
許
ざ
な
か
っ
た
。
文
室
秋
津
ら
春
宮
坊
の
官
人
た

（
”
）

ち
も
、
そ
の
行
く
先
を
案
じ
て
涙
を
塗
奉
じ
得
な
か
っ
た
。
嵯
峨
・
淳
和
太
上

天
皇
が
正
子
と
恒
貞
の
後
見
で
あ
っ
た
た
め
、
両
者
が
死
没
し
た
後
の
恒
貞

の
不
運
は
想
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
『
恒
貞
親
王
伝
』
に
は
、
藤

原
氏
な
ど
臣
下
と
の
姻
戚
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

幸
二
左
衛
門
佐
藤
原
是
雄
女
一
、

道
之
日
。
向
児
皆
落
髪
為
し
僧
。

親
王
為
二
大
子
臺
時
。
納
二
大
納
言
藤
原
愛
発
女
一
為
し
妃
、

一
口
藤
原
愛
発
女
一
為
し
妃
、
無
し
子
。
又

生
二
両
男
一
・
皆
有
二
才
操
一
。
親
王
入

所
以
絶
上
其
胤
嗣
・
焉
・

145（８）



強
力
な
基
盤
を
持
た
な
い
脆
い
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
嵯
峨
と

淳
和
と
い
う
後
見
を
失
っ
た
恒
貞
に
は
、
母
で
あ
る
皇
太
后
正
子
し
か
有
力

な
後
ろ
盾
は
な
く
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
承
和
の
変
が
起
こ

（
弧
）

る
。
嵯
峨
太
上
天
皇
の
死
没
直
後
に
、
東
宮
周
辺
の
橘
逸
勢
や
伴
健
岑
ら
が

謀
反
を
計
画
し
て
い
た
と
ぎ
れ
、
排
除
・
左
遷
さ
れ
た
。
つ
い
に
は
、
皇
太

（
別
）

子
恒
貞
が
廃
太
子
さ
れ
る
に
及
ん
だ
。

『
恒
貞
親
王
伝
』
に
は
こ
の
く
だ
り
を
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

１
太
子
猶
不
白
安
「
朝
夕
雲
②
其
後
戸
投

皇
太
子
晏
然
和
暢
曾
無
二
權
色
一
。
飲
食
言
咲
無
異
平
常
。
謂
二
傍
人
一

日
。
「
吾
以
二
非
分
一
荷
二
此
任
一
。
禍
之
萌
兆
早
自
知
し
之
。
故
数
年
以
来
。

謝
。
去
儲
君
一
不
し
羅
レ
此
（
罹
歎
）
敗
。
而
不
レ
忍
二
離
背
一
。
因
招
二
憂

有
二
廃
瓢
之
議
一
。
分
し
使
捕
ゴ
禁
坊
司
井
侍
者
帯
刀
等
百
余
人
一
・
又

恩
紀
一
。
多
結
一

行
路
墜
涙
。
③

依
レ
例
叙
二
三
品
一
・
親
王
令
し
聞
二
夙
著
一
。
天
下
属
し
心
。
加
以
二
寛
恵

恩
紀
一
。
多
結
二
人
心
一
。
一
旦
廃
熱
。
亦
非
二
其
罪
一
。
朝
野
悲
レ
傷
。

送
書
一
円
、
「
健
岑
反
計
為
二
太
子
一

承
和
七
年
、
淳
和
太
上
天
皇
崩
。
・

幾
春
宮
帯
刀
伴
健
岑
等
謀
反
発
覚
。

天
子
優
答
云
。
「
独
健
岑
之
凶
逆
・
豈
可
レ
関
二
於
太
子
一
。
宜
存
一
一
閼
略
一
、

④
勅
使
左
近
少
将
藤
原
良
相
。
率
一
一
近
衛
舟
人
一
囲
訓
守
皇
太
子
直
曹
一

初
天
子
避
レ
暑
御
元
冷
然
院
一
。
皇
太
子
従
し
之
。

之
Ｘ
ｒ
ｒ
之
遂
廃
：
太
子

九
年
、
嵯
峨
太
上
天
皇
亦
崩
。
無
し

①
皇
太
子
恐
權
。
亦
抗
レ
表
辞
譲
。

俄
而

事
件
発
覚
後
、
恒
貞
は
皇
太
子
の
座
を
退
く
こ
と
を
仁
明
天
皇
に
上
奏
し

た
が
、
仁
明
は
橘
逸
勢
の
独
断
に
よ
る
と
し
て
皇
太
子
の
関
与
を
疑
っ
て
い

な
い
と
明
言
し
て
い
た
（
傍
線
部
①
）
。
だ
が
、
そ
の
後
投
書
が
あ
り
、
遂

に
仁
明
も
皇
太
子
に
も
疑
念
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
恒
貞
は
廃
太
子
と
な
っ

た
（
傍
線
部
②
）
。
当
時
仁
明
天
皇
は
、
嵯
峨
太
上
天
皇
の
葬
儀
を
終
え
て
、

暑
さ
を
避
け
る
た
め
に
冷
然
院
に
行
幸
し
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
。
皇
太
子

で
あ
っ
た
恒
貞
も
同
行
し
て
冷
然
院
に
い
た
（
傍
線
部
③
）
。
事
件
後
、
勅

命
を
う
け
た
藤
原
良
相
が
皇
太
子
直
曹
を
近
衛
三
十
人
で
包
囲
し
（
傍
線
部

④
）
、
そ
の
後
皇
太
子
位
を
剥
奪
さ
れ
た
恒
貞
は
、
参
議
正
躬
王
に
送
ら
れ

て
淳
和
院
に
帰
還
し
た
（
傍
線
部
⑤
）
。
そ
し
て
、
母
で
あ
る
皇
太
后
正
子

と
恒
貞
は
久
し
ぶ
り
に
相
見
え
た
が
、
誰
も
が
そ
の
事
情
を
慮
っ
て
悲
嘆
に

く
れ
た
（
傍
線
部
⑥
）
。

『
三
代
実
録
」
正
子
莞
伝
に
は
、

患
一
・
豈
非
レ
天
乎
。
」
⑤

怒
、
悲
号
怨
二
母
太
后
一
。
皇
太
子
退
。
居
於
淳
和
院
一
、
仁
明
天
皇
立
二

謹
（
文
徳
）
親
王
一
、
為
二
皇
太
子
一
。

及
二
左
右
一
皆
硬
咽
悲
。

二
淳
和
院
一
。
備
前
守
紀
長
江
、
自
レ
院
逢
レ
迎
。

’

九
年
七
月
嵯
峨
太
上
天
皇
崩
。
皇
太
子
飲
遭
二
議
構
一
見
し
廃
。
太
后
震

既
Ｍ
勅
令

Ｊ
止
躬
芙
廃
大
ｆ
‐
巾

⑥
則
調
刈
詞
対
局
１
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橘
嘉
智
子
に
と
っ
て
正
子
は
実
の
娘
で
あ
り
、
恒
貞
は
孫
に
あ
た
る
。
し
か

し
、
一
方
で
仁
明
も
ま
た
実
子
で
あ
り
、
そ
の
子
道
康
親
王
も
孫
な
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
上
述
し
た
よ
う
に
、
事
件
発
覚
時
、
仁
明
天
皇
は
内
裏
を
離
れ

て
橘
嘉
智
子
の
居
所
で
あ
る
冷
然
院
に
逗
留
し
て
お
り
、
恒
貞
も
そ
こ
に
同

行
し
て
い
た
。
恒
貞
本
人
を
橘
嘉
智
子
の
手
中
に
納
め
ら
れ
て
い
た
め
、
淳

和
院
に
あ
っ
た
正
子
に
は
手
が
出
せ
な
か
っ
た
。
す
べ
て
は
、
大
皇
太
后
橘

嘉
智
子
の
去
就
に
か
か
っ
て
い
た
。

そ
も
そ
も
事
件
の
発
端
は
、
阿
保
親
王
の
告
発
文
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

を
橘
嘉
智
子
が
藤
原
良
房
に
相
談
し
た
時
点
で
、
既
に
彼
女
の
選
択
が
な
さ

れ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
良
房
の
姉
妹
で
あ
る
順
子
は
仁
明
天
皇
の
も
と

と
あ
り
、
皇
太
后
正
子
は
激
怒
し
、
自
身
の
実
母
で
あ
り
、
恒
貞
に
は
祖
母

に
当
た
る
大
皇
太
后
橘
嘉
智
子
を
怨
ん
だ
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
深
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
時
王
権
内
部
に
お
い
て
、
先
太
上
天
皇
（
嵯
峨
）
と
後
太
上
天
皇
（
淳

和
）
が
既
に
故
人
と
な
っ
て
お
り
、
大
皇
太
后
橘
嘉
智
子
が
序
列
の
頂
点
に

あ
っ
た
。

嵯
峨
太
上
天
里
ｌ
淳
和
エ
ト
壬
木
星
ｌ
仁
明
天
皇
ｌ
恒
貞
皇
太
子

用
日
用
間
旧
倒
閣
間
山
ｌ
皇
太
后
正
子
Ｉ
（
皇
后
不
在
）
Ｉ
（
東
宮
妃
不
在
）

に
嫁
し
て
お
り
、
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
道
康
親
王
は
十
五
歳
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
姻
戚
関
係
を
温
め
つ
つ
、
官
僚
と
し
て
も
目
覚
ま
し
い
躍
進
を
見
せ
た

良
房
は
、
確
実
に
力
を
つ
け
て
き
て
お
り
、
仁
明
Ⅱ
道
康
親
王
の
有
力
な
後

見
に
な
っ
て
い
た
。

太
皇
太
后
橘
嘉
智
子
は
、
太
上
天
皇
不
在
で
あ
っ
た
こ
の
時
に
、
「
王
族

の
年
長
者
で
、
王
権
秩
序
の
頂
点
に
立
つ
も
の
」
と
し
て
判
断
を
下
し
、
権

限
を
行
使
す
る
こ
と
に
何
ら
支
障
が
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
橘
嘉

智
子
は
、
「
正
子
Ⅱ
恒
貞
」
で
は
な
く
、
「
仁
明
Ⅱ
道
康
」
を
選
択
し
た
。
王

権
秩
序
の
頂
点
に
立
つ
嘉
智
子
の
決
断
に
、
仁
明
天
皇
は
勿
論
の
こ
と
、
皇

太
后
正
子
も
、
皇
太
子
恒
貞
も
、
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
泣
き
叫
ん
だ

と
こ
ろ
で
正
子
に
で
き
る
の
は
、
「
正
子
Ⅱ
恒
貞
」
を
切
り
捨
て
る
判
断
を

選
択
し
た
実
母
を
恨
む
こ
と
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
な
る
太

上
天
皇
の
不
在
時
に
お
け
る
大
皇
太
后
の
「
家
父
長
的
権
限
の
代
行
」
で
は

な
い
。
九
世
紀
前
半
に
培
わ
れ
て
き
た
王
権
内
の
序
列
が
、
様
々
な
儀
式
や

儀
礼
を
通
じ
て
天
下
に
可
視
化
さ
れ
、
浸
透
し
た
結
果
で
あ
り
、
こ
れ
が
後

の
「
皇
太
后
臨
朝
」
の
先
例
と
な
っ
た
こ
と
評
価
し
た
い
。
こ
の
事
件
に
よ
っ

て
、
嵯
峨
天
皇
に
よ
っ
て
志
向
さ
れ
た
嵯
峨
・
淳
和
の
両
統
迭
立
に
よ
る
、

安
定
的
な
皇
位
継
承
を
す
る
構
想
は
破
綻
し
、
仁
明
の
一
統
の
み
が
以
降
の

王
統
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
と
同
時
に
、
正
子
「
女
帝
」
の
可

能
性
も
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
井
上
廃
后
以
後
、
酒
人
・
朝
原
・
正
子

と
温
存
さ
れ
て
き
た
「
女
帝
」
の
可
能
性
は
完
全
に
絶
た
れ
た
。
こ
の
こ
と
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が
、
后
位
の
序
列
化
を
新
し
い
段
階
へ
と
推
し
進
め
て
い
く
。

事
件
後
、
恒
貞
は
淳
和
院
の
東
亭
子
に
居
住
し
た
こ
と
か
ら
、
「
亭
子
親
王
」

（
型
）

（
調
）

と
呼
ば
れ
た
。
嘉
祥
二
年
に
は
出
家
し
て
恒
寂
と
名
乗
り
、
貞
観
二
年
に
は

（
汎
）

具
足
戒
を
う
け
た
の
ち
、
真
如
親
王
か
ら
両
部
灌
頂
を
受
け
た
。
彼
は
平
城

上
皇
の
変
で
廃
太
子
さ
れ
た
高
岳
親
王
で
あ
る
。
因
果
は
巡
る
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
ま
ま
大
覚
寺
に
て
静
か
な
余
生
を
送
っ
た
が
、
そ
の
晩
年
に

つ
い
て
非
常
に
興
味
深
い
記
述
が
、
『
恒
貞
親
王
伝
』
に
あ
る
。

陽
成
天
皇
が
退
位
し
た
後
、
太
政
大
臣
昭
宣
公
基
経
が
そ
の
後
継
者
と
し

て
恒
貞
に
即
位
を
要
請
し
た
が
、
恒
貞
は
そ
れ
を
断
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
恒
貞
の
優
れ
た
資
質
が
後
世
ま
で
注
目
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
承
和
の
変
に
よ
っ
て
廃
太
子
き
れ
た
も
の

の
、
太
皇
太
后
橘
嘉
智
子
の
意
向
に
従
っ
た
た
め
、
恒
貞
本
人
へ
の
断
罪
は

な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
王
権
の
秩
序
に
従
っ
た
も
の
は
守
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

初
元
慶
末
、
天
子
遜
二
於
陽
成
院
一
。
時
太
政
大
臣
昭
宣
公
、
属
二
心
於

親
王
一
。
率
二
左
大
臣
源
融
、
右
大
臣
源
多
一
、
陳
二
楽
推
之
志
一
焉
。
親

王
悲
泣
云
、
「
内
経
、
厭
二
王
位
一
而
帰
一
一
仏
道
一
者
、
不
し
可
し
勝
し
数
。
」

嘉
祥
三
（
八
五
○
）
年
に
大
皇
太
后
橘
嘉
智
子
が
没
す
る
と
、
皇
太
后
で

あ
っ
た
正
子
が
王
権
内
に
お
い
て
頂
点
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

同
年
に
仁
明
天
皇
が
崩
じ
る
と
、
道
康
親
王
が
即
位
し
て
文
徳
天
皇
と
な
っ

た
。
即
位
後
数
年
た
っ
た
斉
衡
元
（
八
五
四
）
年
に
到
っ
て
、
文
徳
天
皇
は

正
子
に
大
皇
太
后
の
尊
号
を
奉
上
し
よ
う
と
す
る
。

『
文
徳
実
録
』
に
は
、
そ
の
事
情
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

四
王
権
内
の
女
性
の
序
列
化
と
后
位

（
太
上
天
皇
空
位
）
ｌ
天
皇
（
仁
明
）
ｌ
皇
太
子
（
道
康
）

（
大
皇
太
后
空
位
）
１
回
因
圏
四
四
国
Ｉ
皇
后
不
在
Ｉ
（
皇
太
子
妃
空
位
）

大
后
、
淳
和
大
后
並
存
一
。

申
厭
之
制
、
存
亡
異
し
禮
・

人
、
却
翼
一
二
謙
損
之
美
以
廼

人
、
却
翼
三
謙
損
之
美
以
招
二
後
福
一
。
然
今
太
皇
大
后
山
陵
之
事
、
既

歴
二
多
年
一
。
而
淳
和
大
后
未
。
進
徽
號
一
。
所
生
藤
原
氏
猶
穂
二
夫
人
一
。

人
之
子
禮
、
何
意
能
安
。
凱
風
自
南
レ
之
時
、
最
感
二
長
養
之
恩
一
。
敢

庚
辰
。
詔
日
、
「
夫
人
之
至
親
、
莫
レ
親
二
於
母
子
一
・
故
子
登
二
尊
位
一
、

則
貴
歸
二
於
母
一
。
古
先
哲
王
、
未
し
有
し
違
之
。
朕
以
二
不
造
一
、
夙
罹
二

閏
凶
一
、
憂
深
思
遠
。
荘
若
無
し
涯
。
ｌ

無
し
涯
。
①
當
二
此
之
時
一
、
有
二
嵯
峨
太
皇

朕
以
二
尊
母
之
典
一
、
雌
し
光
一
一
故
實
｜
・
而

⑭
故
以
二
所
生
藤
原
氏
一
、
為
二
皇
大
夫
一
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皇
太
后
、
大
皇
太
后
と
な
る
三
后
制
が
整
備
さ
れ
た
。
八
世
紀
に
は
、
女
帝

が
輩
出
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
皇
后
制
自
体
も
未
整
備
で
、
必
ず
立
后
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
宝
亀
一
年
（
七
七
○
）
年
に
立
后
さ
れ

文
徳
即
位
前
後
、
皇
太
后
も
、
そ
の
上
の
大
皇
太
后
も
既
に
埋
ま
っ
て
い
た

（
傍
線
部
①
）
の
で
、
文
徳
は
生
母
を
皇
太
后
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
皇

太
夫
人
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（
傍
線
部
②
）
。
先
年
大
皇
太
后
橘
嘉
智

子
の
死
没
に
よ
っ
て
、
空
位
に
な
っ
た
太
皇
太
后
へ
正
子
を
上
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
文
徳
天
皇
は
生
母
藤
原
順
子
を
皇
太
夫
人
か
ら
皇
太
后
へ
上
げ
よ

う
し
た
（
傍
線
部
③
）
。
こ
れ
は
前
代
未
聞
の
出
来
事
で
あ
る
。
八
’
九
世

紀
の
后
位
の
推
移
を
［
表
２
］
に
ま
と
め
た
。
こ
れ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

律
令
制
下
で
三
后
（
皇
后
・
皇
太
后
・
太
皇
太
后
）
が
実
際
に
お
か
れ
た
の

は
、
橘
嘉
智
子
と
正
子
の
母
娘
二
代
の
時
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
王
権

内
に
お
け
る
序
列
化
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
、
定
例
化
し
て
い
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
九
世
紀
前
半
に
、
皇
后
に
立
后
さ
れ
た
の
ち
、

皇
后
↓
皇
太
后
↓
大
皇
太
后

皇
大
夫
人
、
為
二
皇
太
后
一
。
載
育
一
一
萬
邦
一
、
厚
徳
無
し
張
。
傅
我
囚
臓
、

永
有
レ
所
し
頓
。
」

杏
二
菖
章
一
、
奉
し
崇
一
尊
號
一
。

⑪
夫
尊
一
一
皇
太
后
一
、
為
二
大
皇
大
后
一
。

と
い
う
道
筋
を
作
ろ
う
と
し
た
。

皇
太
夫
人
に
つ
い
て
は
［
表
３
］
を
み
て
ほ
し
い
。
蘇
我
堅
塩
暖
と
藤
原

宮
子
と
当
麻
山
背
の
称
号
授
与
は
、
性
質
を
異
に
す
る
の
で
考
察
か
ら
除
外

す
る
。
嘉
祥
三
（
八
五
○
）
年
四
川
に
文
徳
天
皇
は
即
位
す
る
と
同
時
に
、

（
路
）

生
母
藤
原
順
子
に
皇
太
夫
人
の
称
号
を
与
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
桓
武
天
皇

の
母
高
野
新
笠
を
前
例
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
高
野
新
笠
は
、
光
仁
天
皇
の

夫
人
の
ひ
と
り
に
過
ぎ
な
い
。
廃
后
さ
れ
、
死
没
し
た
も
の
の
光
仁
天
皇
の

嫡
妻
は
皇
后
井
上
内
親
王
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
残
っ
て
い
る
な
か
で
、
桓

武
即
位
時
に
生
母
で
あ
る
高
野
新
笠
に
「
皇
太
夫
人
」
と
い
う
称
号
を
付
与

（
調
）

し
た
。
そ
し
て
、
新
笠
が
没
し
た
翌
年
に
白
三
太
后
を
追
贈
す
る
と
い
う
形
で

「
贈
皇
太
后
」
に
さ
れ
た
。
強
力
に
王
権
を
行
使
し
た
桓
武
を
し
て
も
、
母

新
笠
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
は
皇
太
后
に
で
き
な
か
っ
た
。

た
井
上
内
親
王
以
降
、
天
皇
の
即
位
後
立
后
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
在
位
時

が
短
か
っ
た
平
城
を
除
き
、
正
子
内
親
王
ま
で
立
后
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
の
藤
原
氏
出
身
の
順
子
・
明
子
・
高
子
は
、
い
ず
れ
も
立
后
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
文
徳
天
皇
は
順
子
の
た
め
に
慣
例
を
破
っ

て
、
天
皇
の
生
母
に
送
ら
れ
た
こ
と
の
あ
る
皇
太
夫
人
と
い
う
称
号
を
復
活

さ
せ
、

女
御
↓
皇
太
夫
人
↓
皇
太
后
（
↓
太
皇
太
后
）
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村
上

朱
雀

清
和

仁
明

嵯
峨

桓
武 光

称
徳
（
女
帝
－
重
酢
）

孝
謙
（
女
帝
）

文
武

醍
醐

宇
多

陽
成

淳
和

平
城

聖
武

元
正
（
女
帝
）

元
明
（
女
帝
坤
草
壁
）

光
孝

文
徳

淳
仁

持
統
（
女
帝
》
天
武
）

［
表
旦
８
１
９
世
紀
の
后
位
の
推
移

仁

天
皇

LullilIiilllll 鱸
llliiiillll

藤
原
乙
牟
漏
畑
‐

井
上
内
親
王
、

廃
后
加
・
改
葬

復
位
伽

藤
原
光
明
子
伽
Ｉ

皇
后

改ヨ
葬7７
７７７１

ｉ
岡

藤
原
光
明
子
脇
～
’
（
藤
原
宮
子
）

＊
班
子
女
王
斯
～

＊
藤
原
高
子
鯉
～
３

廃
后
蹴
・
復
位
弧

僻藤原順子脳以降嶮癖嘩鰄》辮轆辮癖》

＊藤原明子蝿～｜檸雨檸霧檸繩鶴鍔蝿癖

皇
太
后

鱸
鱸
鱸
蕊
鱗
鱸
鍔
鍵
辮
》

藤
原
明
子

藤
原
明
子
醜
～

太
皇
太
后

昇
進
を
拒
否
す
る
正
子
の
行
動
が
許
さ
れ
た
の
は
、

と
あ
り
、

な
い
、
あ
る
い
は
削
除
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
試
み
は
す
ん
な

（
師
）

り
い
か
な
か
っ
た
。
既
に
服
藤
早
苗
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
一
二
代
実
録
」

班
子
女
王
、

正
子
莞
伝
に
は
、

即
位
し
た
際
に
生
母
へ
贈
る
称
号
」

れ
る
。
文
徳
天
皇
の
申
し
出
を
辞
し
、

＊
皇
太
夫
人
か
ら
皇
太
后
へ

藤
原
順
子
捌
皇
太
夫
人
（
所
生
子
の
文
徳
即
位
時
）

藤
原
明
子
噸
皇
太
夫
人
（
清
和
即
位
時
）

藤
原
高
子
師
皇
太
夫
人
（
陽
成
即
位
時
）

班
子
女
王
獅
皇
太
夫
人
（
宇
多
即
位
時
）

参
考
）
藤
原
温
子
卸
皇
太
夫
人
（
醍
醐
即
位
時
に
養
母
と
し
て
。

の
が
、
先
に
見
た
詔
で
あ
る
。
『
文
徳
実
録
」
に
は
正
確
に
記
載
さ
れ
て
い

の
称
号
を
復
活
さ
せ
た
。
［
表
且

文
徳
は
さ
ら
に
、

今
回
、

文
徳
天
皇
斉
衡
元
年
四
月
、

子
は
既
に
死
亡
）

皇
太
后
正
子
は
大
皇
太
后
に
上
る
こ
と
を
辞
退
し
た
こ
と
が
知
ら

文
徳
天
皇
は
こ
の
先
例
に
則
り
、

藤
原
温
子
ま
で
の
五
代
は
こ
の
例
に
当
た
る
。

生
母
藤
原
順
子
が
生
存
中
に
皇
太
后
に
し
よ
う
と
し
た

尊
皇
太
后
為
太
皇
太
后
、
々
遂
不
レ
肯
し
当
。

に
み
え
る
藤
原
順
子
か
ら
明
子
、

と
し
て
、

皇
太
夫
人
で
あ
っ
た
順
子
の
皇
太
后

「
立
后
さ
れ
ず
に
、
所
生
子
が

一
、
半
世
紀
ぶ
り
に
皇
太
夫
人

正
子
が
王
権
内
に
お
け

生
母
藤
原
胤

高
子
、
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る
序
列
の
最
高
位
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
皇
太
夫
人
か
ら

皇
太
后
へ
上
が
る
、
立
后
を
経
な
い
ル
ー
ト
は
、
王
権
内
の
序
列
の
頂
点
に

立
つ
正
子
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
、
元
慶
年
間
（
八
七
七
’
八
八
五
）
初
頭
に
、
正
子
は
太
皇
太
后

辮辮輕壹辮辮繩鍼毒睾生母欽明天皇后餌癖繧紀編纂時に付けられ
剛
年
３
月
皇
太
夫
人
（
大
御

鱸
…
蘂
…
…
…

も
の
を
撤
回
（
噸
年
～
太
皇
太

》鑛辮辮騨淳仁天皇生母舎人親王『倖錦諭に与痙歸麸謁蠅年
剛
年
４
月
皇
太
夫
人
（
剛
年
没
、

高
野
新
笠
桓
武
天
皇
生
母
光
仁
天
皇
夫
人
加
年
贈
皇
太
后
、
剛
年
贈
太
皇

卿
年
４
月
皇
太
夫
人
（
剛
年
以

藤
原
順
子
文
徳
天
皇
生
母
仁
明
天
皇
女
御
降
皇
太
后
、
剛
年
以
降
に
大
皇

藤原明子清和天皇生母文徳天皇女御繩群Ｂ蝿窪燕篝趣屍、年皇
藤原高子陽成天皇生母清和天皇女御輌砕祖螺怨鐸畦螂←“曄雲
班
子
女
王
宇
田
天
皇
生
母
光
孝
天
皇
女
御
錨
群
、
月
皇
太
夫
人
（
師
年
皇

一
表
３
］
皇
太
夫
人
一
覧
表

原
明
子

原
順
子

野
新
笠

御 御 人 人

皇
太
后

后
、
剛
年
以
降
に
大

棚
年
贈

太
后
の
停
止
は
貞
観
五
年
年
末
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

述
し
た
よ
う
に
元
慶
三
（
八
七
九
）
年
で
あ
る
。
順
子
は
そ
れ
よ
り
早
く
貞

（
犯
）

観
六
（
八
六
四
）
年
正
月
に
太
皇
太
后
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
正
子
の
太
皇

の
時
に
、

で
あ
る
。

た
の
は
、

衡
元
年
の
大
皇
太
后
の
尊
号
辞
退
か
ら
、

と
伝
え
る
ｃ

そ
の
頃
ま
で
に
、

る
○

の
尊
号
を
返
上
し
た
。
一
菅
家
文
草
』
巻
九
に
、

保
。

奉
二
太
皇
大
后
令
旨
一
請
停
二
后
號
一
兼
返
二
別
封
一
状

免
二
誹
死
後
一
。
復
使
三
煙
霞
松
柏
知
二
妾
意
之
無
杉
累
（

伏
願
艤
二
太
皇
后
之
崇
穂
｜
、

監
藥
不
し
效
レ
施
し
功
、
皇
天
無
し
期
し
降
し
福
。
命
臭
分
突
、
何
憂
何
怨
。

頓
首
頓
首
。
謹
言
。

元
慶
年

よ
う
や
く
文
徳
の
宿
願
は
成
就
し
た
。

右
側
聞
、
尊
號
之
下
、
不
し
可
二
久
居

正
子
が
一

［
表
３
］

所
生
の
清
和
が
即
位
し
た
天
安
二

數
十
年
來
、
毎
増
三
鯨
陽
一
而
已
。

具
体
的
な
年
月
日
は
未
詳
で
あ
る
が
、

正
子
も
皇
太
后
か
ら
太
皇
太
后
へ
と
上
っ
た
と
考
え
ら
れ

に
よ
れ
ば
、

度
は
辞
退
し
た
大
皇
太
后
の
后
位
に
つ

文
徳
女
御
藤
原
明
子
が
皇
太
夫
人
に
な
っ

還
納
二
加
千
戸
之
別
封
一
。
申
二
志
生
前
一
、

貞
観
五
年
の
停
止
ま
で
の
い
ず
れ

し
か
し
、
立
后
を
経
な
い
皇
太

』
｜
・
厚
賞
之
中
、
難
し
可
二
長

今
齢
随
レ
日
老
、
病
逐
レ
老
深
。

（
八
五
八
）
年
で
あ
る
か
ら
、

正
子
が
没
す
る
の
は
先

不
し
堪
二
丹
懇
一
・

い
た
の
は
確
か

斉
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夫
人
が
皇
太
后
に
上
が
れ
る
先
例
が
で
き
た
こ
と
は
、
諸
刃
の
剣
で
、
結
果

的
に
、
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
藤
氏
立
后
を
阻
止
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

［
表
２
］
［
表
３
］
に
み
え
る
よ
う
に
文
徳
生
母
の
順
子
も
、
清
和
生
母
の
明

（
羽
）

子
も
、
陽
成
生
母
の
高
子
も
藤
原
氏
は
立
后
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
藤
氏
立
后
が
実
現
す
る
の
は
、
藤
原
穏
子
の
時
ま
で
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
藤
原
穏
子
が
醍
醐
天
皇
の
も
と
に
入
内
し
、
女
御
宣

下
を
受
け
た
の
が
、
延
喜
元
〈
九
○
｜
）
年
で
、
中
宮
に
冊
立
さ
れ
る
の
は

延
長
元
（
九
一
一
一
一
一
）
年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。
穏
子
は
そ
の
後
、
所
生
子
で

あ
る
朱
雀
天
皇
の
即
位
後
に
皇
太
后
（
九
三
一
年
）
、
さ
ら
に
そ
の
弟
村
上

天
皇
の
即
位
時
に
大
皇
太
后
（
九
四
六
年
）
へ
后
位
を
進
め
た
。
じ
っ
に
正

子
が
皇
后
か
ら
皇
太
后
に
な
っ
て
以
来
、
穏
子
立
后
ま
で
約
一
○
○
年
間
、

皇
后
（
中
宮
）
は
冊
立
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
一
因
が
、
正
子
に
よ
る
藤
原
氏
の
皇
太
后
昇
進
の
阻
止
に
あ
っ
た
こ

と
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藤
原
氏
と
そ
れ
を
外
戚
と
す
る
天
皇
た

ち
は
立
后
す
る
こ
と
が
叶
わ
ず
、
「
皇
太
夫
人
」
と
い
う
地
位
に
甘
ん
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
九
世
紀
後
半
に
は
、
皇
后
か
ら
皇
太

后
に
昇
る
ル
ー
ト
と
は
別
に
、
立
后
せ
ず
に
生
母
と
し
て
皇
太
夫
人
に
な
り

そ
こ
か
ら
皇
太
后
兵
た
る
新
た
な
后
位
の
序
列
化
が
出
来
上
が
っ
た
。

（
皇
后
）
↓
皇
士

皇
太
夫
人
‐
ｌ
」

↓
皇
太
后
↓
大
皇
太
后

と
み
え
る
。
こ
れ
に
は
、
天
皇
の
生
母
は
必
ず
「
尊
位
Ｔ
皇
太
后
）
」
に

上
が
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
幼
帝
に
際
し
て
は
「
太
后
Ｔ
皇
太
后
・

太
皇
太
后
）
臨
朝
」
と
あ
り
、
皇
太
后
か
太
皇
太
后
が
臨
朝
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
い
る
。
基
経
は
、
陽
成
の
生
母
高
子
の
皇
太
后
臨
期
を
ほ
の
め

か
し
て
、
巧
み
に
摂
政
就
任
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。
大
化
前
代
か
ら
の
「
大

后
」
の
伝
統
に
淵
源
を
も
つ
皇
太
后
臨
朝
は
、
平
安
初
期
に
お
い
て
、
王
権

内
の
序
列
の
頂
点
に
あ
っ
た
橘
嘉
智
子
や
正
子
の
例
に
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
こ
と
は
、
王
権
の
女
性
が
政
治
に
関
与
で
き
る
資
格
が
、
后
位
の

序
列
化
に
よ
っ
て
天
皇
の
配
偶
者
（
妻
后
）
か
ら
母
親
（
母
后
）
へ
と
移
る

こ
と
に
も
繋
が
っ
た
。

十
世
紀
に
穏
子
が
立
后
す
る
と
、
皇
太
夫
人
は
歴
史
的
役
目
を
終
え
て
后

位
か
ら
消
え
て
い
く
。
后
位
は
再
び
、

し
た
基
経
の
言
葉
に
、

（
前
略
）
又
臣
謹
故
事
、

幼
主
之
代
、
太
后
臨
レ
朝
。
陛
下
若
寶
重
天
下
、
憂
思
一
一
幼
主
一
、
則
皇

（
㈹
）

誠
蓋
実
。
臣
願
足
焉
。
不
堪
梱
款
之
至
（
後
略
）

母
尊
位
之
後
、
乃
許
二
臨
朝
之
義
一
。

陽
成
天
皇
が
即
位
す
る
と
藤
原
基
経
を
摂
政
に
任
じ
た
。
そ
れ
を
固
辞

皇
帝
之
母
、
必
升
二
尊
位
一
。
又
察
二
前
修
一
、

臣
錫
力
施
功
、
不
敢
慨
緩
。
臣
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主
権
の
変
質
・
成
熟
期
で
あ
る
奈
良
未
か
ら
平
安
初
期
に
お
い
て
、
女
帝

の
終
焉
が
王
権
の
中
の
女
性
ｌ
特
に
キ
サ
キ
ー
の
存
在
形
態
に
ど
の
よ
う
な

変
化
を
も
た
ら
し
て
い
く
の
か
と
い
う
課
題
を
検
討
し
て
き
た
。

女
帝
の
可
能
性
が
あ
っ
た
段
階
で
あ
る
井
上
内
親
王
（
聖
武
皇
女
・
光
仁

皇
后
）
ｌ
酒
人
内
親
王
（
光
仁
皇
女
・
桓
武
妃
）
ｌ
朝
原
内
親
王
（
桓
武
皇

女
・
平
城
妃
）
の
母
娘
三
代
と
は
異
な
り
、
女
帝
が
擁
立
さ
れ
な
く
な
る
時

代
に
、
王
権
の
中
の
女
性
た
ち
は
、
天
皇
の
配
偶
者
と
し
て
の
み
存
在
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

本
稿
で
は
、
正
子
内
親
王
の
軌
跡
を
辿
り
な
が
ら
、
そ
の
果
た
し
た
歴
史

的
役
割
を
考
察
し
た
。

最
初
に
、
正
子
内
親
王
が
淳
和
天
皇
の
皇
后
と
し
て
立
て
ら
れ
た
背
景
を

明
ら
か
に
し
た
。
皇
子
恒
貞
の
誕
生
や
血
統
的
に
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ

た
高
志
内
親
王
や
皇
子
恒
肚
の
不
在
と
い
う
状
況
だ
け
で
な
く
、
当
該
期
の

王
権
内
に
お
い
て
序
列
の
頂
点
に
立
つ
嵯
峨
太
上
天
皇
の
意
向
が
、
正
子
の

立
后
と
い
う
王
権
内
部
の
序
列
決
定
に
大
き
く
働
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
つ

む
す
び
に
か
え
て
Ｉ
移
行
期
の
王
権
の
は
ざ
ま
で

と
い
う
ル
ー
ト
に
回
帰
し
、
一
本
化
す
る
の
で
あ
る
。

中
宮
・
皇
后
↓
皇
太
后
↓
大
皇
太
后

た
。こ
の
よ
う
な
王
権
内
に
お
け
る
序
列
化
は
、
九
世
紀
前
半
に
、
太
上
天
皇

の
後
院
へ
の
退
居
や
嵯
峨
・
淳
和
太
上
天
皇
の
並
立
と
皇
位
の
両
統
迭
立
と

い
う
事
態
の
中
、
急
速
に
進
ん
で
い
く
。
男
性
は
嵯
峨
太
上
天
皇
を
頂
点
と

す
る
序
列
が
、
女
性
は
大
皇
太
后
橘
嘉
智
子
を
筆
頭
に
、
皇
太
后
・
皇
后
と

い
う
后
位
の
序
列
（
三
后
制
）
が
整
備
さ
れ
た
。
そ
の
序
列
は
、
天
皇
と
の

応
答
や
朝
親
行
幸
な
ど
の
儀
礼
や
儀
式
を
通
じ
て
明
確
に
さ
れ
、
天
下
に
可

視
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
王
権
内
で
の
序
列
は
、
太
上
天
皇
や
后
位
を
持

つ
も
の
の
中
で
男
女
の
区
別
な
く
、
年
長
者
が
そ
の
頂
点
に
た
つ
こ
と
と
な

る
。
天
皇
や
皇
太
子
、
皇
太
后
も
そ
の
意
向
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
は
、
承
和
の
変
に
お
け
る
大
皇
太
后
橘
嘉
智
子
の
例
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
の
嘉
智
子
の
決
定
は
、
恒
貞
の
廃
太
子
だ
け
で
な
く
、
正
子
の

「
女
帝
の
可
能
性
」
の
剥
奪
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
承
和
の
変
以
降
、
太
上
天
皇
不
在
と
橘
嘉
智
子
の
死
没
に
よ
っ

て
王
権
内
の
序
列
の
頂
点
に
つ
い
た
皇
太
后
正
子
は
、
文
徳
天
皇
の
生
母
順

子
の
皇
太
后
昇
進
を
阻
止
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
順
子
だ
け
で
は
な
く
清
和

の
生
母
明
子
な
ど
藤
原
氏
に
よ
る
立
后
を
半
世
紀
に
わ
た
り
阻
む
結
果
と

な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
「
皇
太
夫
人
」
と
い
う
地
位
・
称
号
が
復
活
し
、
天

皇
の
生
母
に
与
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
皇
太
夫
人
か
ら
皇
太
后
へ
昇
る
と
い

う
新
し
い
ル
ー
ト
が
形
成
さ
れ
た
。
九
世
紀
後
半
に
立
后
を
経
な
く
と
も
皇

太
夫
人
か
ら
皇
太
后
・
太
皇
太
后
に
上
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
太
后
臨
朝
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（
机
）

は
新
た
な
可
能
性
を
内
包
す
る
こ
と
に
な
る
。
正
子
の
立
后
か
行
っ
約
百
年
後
、

藤
原
穏
子
が
中
宮
に
冊
立
さ
れ
る
と
、
后
位
は
再
び
中
宮
・
皇
后
か
ら
皇
太

后
・
太
皇
太
后
と
い
う
ル
ー
ト
に
一
本
化
さ
れ
、
皇
太
夫
人
は
歴
史
的
役
日

を
終
え
た
。

そ
の
中
で
、
橘
氏
と
い
う
特
殊
な
州
向
か
ら
皇
后
に
立
后
さ
れ
た
嵯
峨
皇

后
橘
嘉
智
子
と
も
異
な
り
、
嵯
峨
皇
女
で
あ
り
、
淳
和
皇
后
で
あ
り
、
恒
貞

皇
太
子
の
母
で
あ
っ
た
正
子
内
親
王
は
、
「
女
帝
の
可
能
性
」
を
放
棄
さ
せ

ら
れ
た
。
代
わ
り
に
、
王
権
の
内
部
に
あ
っ
て
后
位
の
序
列
化
を
押
し
進
め
、

キ
サ
キ
の
新
た
な
段
階
を
切
り
開
い
て
い
く
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ

た
。橘
嘉
智
子
の
歴
史
的
位
置
づ
け
や
女
御
・
更
衣
の
創
出
と
後
宮
の
整
備
、

キ
サ
キ
と
天
皇
の
権
能
の
差
違
、
幼
帝
の
出
現
と
皇
太
后
臨
期
の
展
開
な
ど
、

残
さ
れ
た
課
題
も
少
な
く
な
い
。
大
方
の
批
判
を
願
っ
て
、
こ
こ
で
欄
筆
し

た
い
。

（
１
）
立
太
子
を
経
て
皇
位
に
つ
い
た
の
は
、
孝
謙
・
称
徳
女
帝
だ
け
で
あ
る
。
元
服

も
未
婚
の
女
帝
で
あ
り
、
父
文
武
天
皇
の
早
世
後
、
母
元
明
天
皇
の
も
と
で

資
質
を
養
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
成
人
し
た
聖
武
に
先

立
っ
て
、
元
明
か
ら
譲
位
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
正
天
皇
に
つ
い
て
は
、

注

Ⅱ
頭
報
告
「
元
正
天
皇
の
養
老
行
幸
と
改
元
」
（
岐
阜
県
養
老
町
主
催
講
演
、

二
○
’
五
年
二
月
七
Ⅱ
）
を
も
と
に
し
た
別
稿
に
譲
り
た
い
。

（
２
）
元
明
天
皇
か
ら
聖
武
天
皇
へ
の
皇
位
継
承
の
際
は
、
「
吾
が
子
」
と
い
う
擬
制

的
な
母
子
関
係
を
前
面
に
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
仁
藤
敦
史
「
女

帝
の
世
紀
」
（
角
川
選
書
、
二
○
○
六
年
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
何
様
に
、

孝
謙
か
ら
淳
仁
へ
の
皇
位
継
承
位
お
い
て
は
、
淳
仁
と
光
明
皇
太
后
と
の
擬

制
的
な
親
子
関
係
を
媒
介
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
３
）
口
頭
報
告
「
女
帝
の
終
焉
」
（
第
一
一
六
回
王
権
研
究
会
、
一
一
○
’
四
年
三
月

三
一
Ｈ
）
。

（
４
）
「
三
代
実
録
」
元
慶
三
年
三
月
一
一
十
五
日
条
。
以
下
、
断
ら
な
い
限
り
「
一
一
一
代
実
録
」

は
国
史
大
系
本
に
よ
る
。

（
５
）
一
統
群
書
類
従
」
伝
部
所
収
。
著
さ
れ
た
時
期
、
作
者
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

る
が
、
九
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
玉
井
力
「
恒
貞
親

王
伝
」
（
「
脚
史
大
辞
典
」
項
Ⅱ
執
筆
、
吉
川
弘
文
館
一
九
八
八
年
）
。
以
下
、
「
恒

貞
親
王
伝
」
は
続
群
書
類
従
本
に
よ
る
。

（
６
）
「
三
代
実
録
」
元
慶
三
年
三
月
一
一
十
一
一
一
日
条
。

（
７
）
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
年
十
一
一
月
一
一
十
二
Ⅱ
条
に
お
い
て
大
皇
太
后
正
子
の

六
Ｉ
賀
が
催
さ
れ
た
こ
と
、
「
何
」
元
慶
三
年
三
月
二
十
一
二
ｕ
条
の
麗
去
に
お

い
て
春
秋
七
十
と
見
え
る
こ
と
か
ら
逆
算
す
る
と
正
良
親
王
と
同
年
雄
ま
れ

と
な
る
。

（
８
）
「
日
本
紀
略
』
延
暦
二
十
年
十
一
月
丁
卯
条
。
大
宅
内
親
王
は
女
御
橘
常
子
を
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母
と
し
て
七
八
八
年
に
生
ま
れ
、
安
殿
（
平
城
天
皇
）
の
後
宮
に
入
っ
た
。
高

津
内
親
王
は
坂
上
苅
田
麻
呂
を
父
と
す
る
坂
上
又
子
を
母
に
持
つ
。
坂
上
田

村
麻
呂
は
同
母
兄
弟
で
あ
る
。
高
津
内
親
王
も
神
野
親
王
（
嵯
峨
天
皇
）
の

後
宮
に
入
っ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
三
人
は
ほ
ぼ
同
年
で
あ
り
、
同
時
に
加
笄

さ
れ
、
異
母
兄
安
殿
・
神
野
・
大
伴
に
嫁
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
９
）
恒
世
親
王
の
生
年
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
「
Ⅱ
本
紀
略
」
天
長
三
年
五
月
丁

卯
条
に
見
え
る
覺
去
記
事
に
よ
れ
ば
、
「
年
二
十
二
」
と
あ
る
の
で
逆
算
し
た
。

（
Ⅲ
）
朝
原
内
親
王
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
詳
述
す
る
が
、
母
は
光
仁
天
皇
と
井
上
皇

后
の
娘
で
あ
る
酒
人
内
親
王
で
、
桓
武
後
宮
で
唯
一
の
王
族
で
あ
る
。

（
Ⅱ
）
「
日
本
紀
略
」
大
同
四
年
五
月
壬
子
条
。

（
Ⅲ
）
『
’
一
一
代
実
録
』
貞
観
五
年
正
月
三
日
条
の
源
定
莞
伝
に
よ
れ
ば
、
淳
和
は
甥
で

あ
る
定
を
実
子
同
様
に
愛
し
、
寵
妃
永
原
氏
に
賜
い
、
母
と
さ
せ
た
の
で
、

二
人
の
父
と
二
人
の
母
が
い
る
と
言
わ
れ
た
と
あ
る
。
実
母
は
鎮
守
代
将
軍

百
済
王
教
俊
の
娘
慶
命
で
あ
る
。

（
Ｂ
）
恒
貞
の
生
年
に
は
、
八
二
五
年
説
と
八
二
七
年
説
が
あ
る
Ⅱ
本
後
紀
の
欠

落
部
分
に
あ
た
る
た
め
、
未
詳
で
あ
る
。
「
Ⅱ
本
紀
略
」
に
は
は
八
二
七
年
条

に
「
皇
子
」
の
誕
生
と
塵
養
い
に
つ
い
て
記
事
が
あ
る
。
『
訳
注
日
本
後
紀
』

（
集
英
社
）
は
こ
れ
を
恒
貞
の
生
年
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
三
代
実
録
」
・

『
紹
運
録
』
・
「
恒
貞
親
王
伝
』
の
享
年
か
ら
の
逆
算
に
よ
っ
て
、
八
二
五
年
説

を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
「
淳
和
天
皇
実
録
・
仁
明
天
皇
実
録
』
（
ゆ
ま
に
書
房
、

二
○
○
七
年
復
刻
）
の
注
も
八
二
五
年
説
を
と
っ
て
い
る
。

（
応
）
「
Ｈ
本
紀
略
」
天
長
三
年
五
月
丁
卯
条
。
「
天
皇
悲
痛
、
久
不
視
朝
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
五
月
十
日
に
は
山
城
同
愛
宕
郡
鳥
部
寺
の
南
に
葬
ら
れ
た
。

（
旧
）
『
日
本
紀
略
」
弘
仁
十
四
年
四
月
壬
虎
条
。
「
皇
年
代
略
記
」
に
も
同
様
の
記
載

が
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
恒
世
親
王
は
何
年
九
月
に
は
三
品
治
部
卿
、
十
月

に
は
三
品
中
務
卿
と
み
え
る
。

（
Ⅳ
）
「
日
本
紀
略
」
天
長
四
年
五
月
庚
中
条
ほ
か
。

（
Ⅲ
）
立
后
の
時
期
に
つ
い
て
一
覧
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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光
明
子
（
聖
武
）

井
上
内
親
王
（
光
仁
）

藤
原
乙
牟
獺
（
桓
武
）

橘
嘉
智
子
（
嵯
峨
）

七
二
九
年

七
七
○
年

七
八
川
年

八
一
五
年

某
王
（
基
王
）
の
誕
生
は
七
二
七
年

た
だ
し
翌
年
天
折

七
一
八
年
誕
生
の
阿
倍
内
親
王
（
の

ち
の
孝
謙
・
称
徳
天
皇
）
は
健
在

翌
年
、
所
生
の
他
戸
親
王
も
立
太
子

七
五
四
年
誕
生
の
酒
人
内
親
王
は
斎

宮
に
卜
定

七
七
四
年
安
殿
親
王
（
の
ち
の
平
城

天
皇
）
を
出
産

立
后
の
の
ち
、
神
野
親
王
（
の
ち
の

嵯
峨
天
皇
）
と
高
志
内
親
王
が
誕
生

八
一
○
年
正
良
親
王
（
の
ち
の
仁
明

天
皇
）
と
正
子
内
親
王
を
出
産



（
旧
）

（
巴
吉
野
は
式
家
出
身
。
淳
和
皇
太
子
時
代
の
春
宮
少
進
を
務
め
た
後
、
淳
和
即
位

後
は
天
長
三
（
八
一
一
六
）
年
に
蔵
人
頭
天
長
五
（
八
二
八
）
年
に
参
議
と
な
る
。

承
和
の
変
で
大
宰
員
外
帥
に
左
遷
さ
れ
、
承
和
十
三
（
八
四
六
）
年
失
意
の

う
ち
に
病
死
。
玉
井
力
「
女
御
・
更
衣
制
度
の
成
立
」
（
「
名
古
屋
大
学
文
学

部
研
究
論
集
』
五
六
、
’
九
七
二
年
）
。

（
別
）
「
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
十
一
月
一
一
十
八
日
条
に
は
、
譲
位
を
漏
ら
し
た
清

和
天
皇
の
も
と
に
、
淳
和
太
皇
太
后
正
子
か
ら
使
者
が
派
遣
さ
れ
、
そ
の
動

静
が
問
わ
れ
て
い
る
。

（
Ⅲ
）
『
続
日
本
後
紀
」
天
長
十
年
一
一
月
丁
亥
条
、
三
月
戊
子
朔
条
な
ど
。

（
皿
）
「
続
Ⅱ
本
後
紀
』
承
和
二
年
三
月
丁
已
条
。

（
昭
）
「
続
日
本
後
紀
」
承
和
三
年
二
月
壬
午
条
。
河
内
国
丹
比
郡
の
荒
廃
出
十
三
町

が
給
与
さ
れ
た
。

（
別
）
当
該
期
の
太
上
天
皇
制
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
成
果
が
あ
る
。
本

、辨

橘淳
和

鳥
智
子
１
正
良
（
の
ち

し

ｒ
正
子

（
同
母
妹
）
×

厨
』
叫
山
×

恒
貞

の
仁
明
天
皇
）

稿
の
視
角
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
春
名
宏
昭
「
太
上
天
皇
制
の
成
立
」

（
「
史
学
雑
誌
』
九
九
’
二
、
’
九
九
○
年
）
、
同
「
平
安
期
太
上
天
皇
の
公
と

私
」
（
「
史
学
雑
誌
』
’
○
○
’
三
、
’
九
九
一
年
）
、
同
「
「
院
」
に
つ
い
て
」

（
『
Ｈ
本
歴
史
』
五
三
八
、
’
九
九
一
一
一
年
）
、
同
「
太
上
天
皇
と
内
印
」
（
『
古
代

中
世
史
料
学
研
究
』
下
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
’
九
九
八
年
）
。
筧
敏
生
「
古

代
王
権
と
律
令
国
家
機
構
」
（
『
古
代
王
権
と
律
令
国
家
』
所
収
、
校
倉
書
房
、

初
出
は
一
九
九
一
年
）
、
同
「
中
世
王
権
の
特
質
」
（
「
同
前
」
所
収
、
初
出
は

一
九
九
二
年
）
、
同
「
太
上
天
皇
尊
号
宣
下
制
の
成
立
」
（
『
同
前
」
所
収
、
初

出
は
一
九
九
四
年
）
、
同
「
古
代
太
上
天
皇
制
研
究
の
現
状
と
課
題
」
言
同
前
』

所
収
、
初
出
は
一
九
九
二
年
）
。
仁
藤
敦
史
「
太
上
天
皇
制
の
展
開
」
Ｓ
古
代

王
権
と
官
僚
制
』
再
録
、
臨
川
書
店
、
初
出
一
九
九
六
年
）
。

（
妬
）
「
日
本
紀
略
』
弘
仁
十
四
年
四
月
甲
辰
条
。

（
別
）
当
該
期
の
后
位
と
し
て
、
三
后
制
が
と
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
春

名
宏
昭
「
平
安
時
代
の
后
位
」
（
『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
四
、

二
○
○
○
年
）
。
梅
村
恵
子
「
天
皇
家
に
お
け
る
皇
后
の
位
置
」
（
『
女
と
男

の
時
空
ｌ
Ｕ
本
女
性
史
再
考
』
Ⅱ
所
収
、
藤
原
書
店
、
’
九
九
六
年
）
。
岡

村
幸
子
「
皇
后
制
の
変
質
」
（
「
古
代
文
化
」
四
八
’
九
二
九
九
六
年
）
。
西

野
悠
紀
子
「
母
后
と
皇
后
」
（
前
近
代
女
性
史
研
究
会
編
「
家
・
社
会
・
女
性

ｌ
古
代
か
ら
中
世
へ
」
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
’
九
九
七
年
）
、
何
「
九
世
紀

の
天
皇
と
母
后
」
（
『
古
代
史
研
究
」
一
六
、
一
九
九
九
年
）
、
同
「
律
令
制
国

家
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
Ｓ
新
体
系
日
本
史
九
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
』
所
収
、
山
川

１３４（19）



出
版
社
、
二
○
’
四
年
）
。
服
藤
早
苗
「
九
世
紀
の
天
皇
と
国
母
」
（
『
物
語

研
究
』
三
、
二
○
○
一
一
一
年
）
。
田
村
葉
子
「
立
后
儀
式
と
后
権
」
（
『
日
本
歴
史
」

六
四
五
、
二
○
○
二
年
）
。
橘
嘉
智
子
を
画
期
と
す
る
点
で
は
先
学
は
一
致
す

る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
正
子
内
親
王
に
注
目
し
た
研
究
は
少
な
い
。

荒
木
敏
夫
「
日
本
古
代
の
大
府
と
三
后
制
」
（
口
頭
報
告
・
前
近
代
史
女
性
研

究
会
、
一
一
○
○
三
年
一
○
月
二
六
日
）
が
あ
る
が
、
拝
聴
で
き
な
か
っ
た
。

（
〃
）
朝
観
行
幸
の
成
立
に
つ
い
て
も
幾
多
の
研
究
成
果
が
あ
る
が
、
服
藤
早
苗
「
王

権
の
父
母
子
秩
序
の
成
立
」
ｓ
中
世
成
立
期
の
政
治
文
化
』
所
収
、
東
京
堂
、

’
九
九
九
年
）
。
服
藤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
父
母
子
の
秩
序
を
確
認
す
る
よ

う
に
な
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
拙
稿
ヨ
都
市
王
権
』
の
成
立
と
展
開
」
（
『
歴

史
学
研
究
』
七
八
九
、
二
○
○
二
年
）
で
は
、
さ
ら
に
、
天
下
に
対
し
て
王
権

内
の
序
列
を
可
視
化
す
儀
礼
と
し
て
、
九
世
紀
に
新
た
に
成
立
し
た
こ
と
を

重
視
す
る
。

（
肥
）
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
十
年
十
月
辛
丑
条
。
そ
の
後
も
仁
明
天
皇
の
行
幸
に
従

駕
す
る
皇
太
子
恒
貞
の
様
相
が
散
見
す
る
。

（
別
）
恒
貞
皇
太
子
時
の
東
宮
学
士
は
小
野
篁
と
春
澄
善
縄
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
続
日

本
後
紀
』
『
後
拾
遺
往
生
伝
』
に
み
え
る
。

（
釦
）
承
和
の
変
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
視
角
と
は
異
な
る
が
、
玉
井
力
「
承
和
の

変
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
八
六
、
’
九
六
四
年
）
、
福
井
俊
彦
「
承

和
の
変
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
「
日
本
歴
史
」
二
六
○
、
一
九
七
○
年
）
を

は
じ
め
と
し
て
、
遠
藤
慶
大
「
「
続
日
本
紀
』
と
承
和
の
変
」
ｓ
古
代
文
化
』

五
一
一
、
二
○
○
○
年
『
神
谷
正
昌
「
承
和
の
変
と
応
天
門
の
変
」
（
「
史
学
雑
誌
」

’
’
’
’
二
、
一
一
○
○
一
一
年
『
佐
藤
長
門
「
承
和
の
変
前
夜
の
春
宮
坊
」
（
『
日

本
古
代
の
王
権
と
東
ア
ジ
ア
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
○
｜
二
年
）
な
ど

が
あ
る
。

（
Ⅲ
）
「
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
七
月
己
酉
、
庚
戌
、
辛
亥
、
壬
子
、
乙
卯
、
戊
午

条
な
ど
。

（
胡
）
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
八
月
甲
戌
条
。

（
羽
）
『
続
日
本
後
紀
」
嘉
祥
二
年
正
月
壬
戌
条
。
『
三
代
実
録
』
元
慶
八
年
九
月
二
十

Ⅱ
条
。
「
大
覚
寺
門
跡
」
・
「
後
拾
遺
往
生
伝
』
に
も
み
え
る
。

（
弧
）
『
大
覚
寺
門
跡
』
恒
寂
法
親
王
条
。

（
弱
）
『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
四
月
甲
子
条
。

（
鉛
）
仁
藤
敦
史
「
桓
武
の
皇
統
意
識
と
氏
の
再
編
」
ｓ
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

報
告
」
一
三
四
、
一
一
○
○
七
年
）
。
桓
武
は
自
ら
の
皇
統
意
識
を
満
た
す
た
め
に
、

様
々
な
施
策
で
高
野
新
笠
を
称
揚
し
た
。

（
町
）
服
藤
早
苗
前
掲
注
（
別
）
論
文
。

（
肥
）
「
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
正
月
七
日
条
。

（
羽
）
「
中
右
記
」
嘉
承
二
年
一
二
月
一
日
条
の
裏
書
き
に
は
「
称
中
宮
」
と
い
う
注

書
き
が
見
え
る
。

（
伽
）
『
三
代
実
録
』
貞
観
一
八
年
一
一
一
月
四
日
条
。

（
佃
）
皇
太
后
臨
朝
に
つ
い
て
は
田
村
葉
子
前
掲
注
（
恥
）
論
文
で
も
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
は
、
天
皇
と
母
后
の
居
住
形
態
の
変
化
や
、
摂
政
の
出
現
と
密
接
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論
じ
た
。

門
の
変
ｌ
記
録
と
記
憶
の
間
」
ｓ
国
士
舘
史
学
』

に
か
か
わ
る
と
考
え
る
。
私
見
の
一
端
は
、
拙
稿
「
伴
大
納
言
絵
巻
と
応
天

九
、

○
’
五
年
）
に
て
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